
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回 

ＡＤＲ法に関する検討会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  平成２５年９月２５日（水） 自 午前１０時０２分 

                      至 午前１１時４０分 

 

第２ 場 所  法務省第１会議室 

 

第３ 出席者  伊藤座長，植垣委員，丹野委員，道垣内委員，林委員，藤井委員，森委員，

山本委員，渡部委員 

 

第４ 議 題  認証紛争解決事業者に対するヒアリングの結果について 

        今後の議論の進め方について 

        個別の論点について 

 

第５ 議 事 （次のとおり） 



議        事 

 

○飯島課長 それでは，定刻を少し過ぎたところでございますので，第６回ＡＤＲ法に関する

検討会を開会させていただきたいと思います。 

  会議に先立ちまして，人事異動等によりまして，事務局メンバーの交代があったところで

ございます。御紹介させていただきます。 

  鈴木司法法制部参事官でございます。 

○鈴木参事官 髙松参事官の後任として司法法制部参事官に着任いたしました鈴木と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯島課長 徳井部付でございます。 

○徳井部付 部付の徳井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯島課長 梶山部付でございます。 

○梶山部付 梶山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯島課長 では，伊藤座長，よろしくお願いいたします。 

○伊藤座長 本日は，お忙しいところをお集まりいただきまして，ありがとうございます。 

  早速，議事に入りたいと存じます。 

初めに，これまで３回にわたって実施いたしました認証紛争解決事業者等に対するヒア

リングにつきまして，事務局におきまして結果を取りまとめましたので，その説明をお願

いいたします。 

○鈴木参事官 それでは，私，鈴木の方から御説明いたします。 

  お手元の資料１の「ヒアリング結果概要」を御覧ください。 

  本検討会では，第３回から第５回までの３回にわたりまして，認証ＡＤＲ事業者からのヒ

アリングを実施いたしました。この結果概要は，ヒアリング実施に当たりまして御議論い

ただいたヒアリング事項の項目に沿った形で，ヒアリング結果の概要をまとめたものです。 

また，第３回検討会においては，一般社団法人日本ＡＤＲ協会の実施したアンケート結

果や提言について，東京大学の垣内教授からヒアリングを行っておりますので，１３ペー

ジにはその結果も掲載しております。 

  それでは，ヒアリング結果の概要につきまして若干御説明をさせていただきます。 

  まず，「１ 認証ＡＤＲの手続の実際について」の「（１）取り扱う紛争の範囲，具体的

な事案」についての紹介につきましては，省略をさせていただきます。 

  「（２）相談の受付状況，相談からＡＤＲ手続への流れ」につきまして，多くの事業者に

おいては，認証ＡＤＲ自体，又は関連団体において相談を実施しており，かなりの件数の

相談を受け付けていることがうかがわれます。 

  次に，「（３）申立てが簡易にできるようにするための工夫」につきまして，申立書のひ

な型を準備したり，申立書の記載が簡易なもので足りるものとしている事業者のほか，補

助者による説明等を行っている事業者も見られました。 

  次に，「（４）相手方の応諾を取り付けるための工夫」につきまして，多くの事業者にお

きまして，単に相手方に書類を送付するだけではなく，リーフレットや説明書などを同封

したり，手紙や電話で説明をするなど工夫をしていることが紹介されました。 

  また，自動車ＰＬや医事紛争研究会など，相手方がある程度限定されている事業者におい
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ては，相手方となる自動車メーカー，販売店や医療機関などの理解を得るために，周知活

動を行っているとのことでした。 

  次に，「（５）和解の仲介手続における工夫」につきまして，手続実施者となる専門家の

確保や手続の内容，進め方などについて，様々な工夫がされているところです。注目すべ

き取組としては，インターネット回線を利用したテレビ電話会議システムを利用するなど

して，地方の利用者にも，利用しやすい方法を工夫しているという紹介がありました。 

  続きまして，「（６）成立した和解の実効性を確保するための工夫」につきまして，可及

的に合意が成立した日に履行をさせ，履行の問題が残らないようにさせたり，和解的仲裁

合意を行ったり，即決和解や公正証書を利用しやすくするために，裁判所や公証役場と連

携する，履行勧告を行うなどの工夫例が紹介されました。 

  また，いわゆる業界型の事業者等においては，そもそも不履行の問題がほとんどない，あ

るいはそれ以外の事業者においても履行の点に関する不満や報告がされたことはないなど

という報告もありました。 

  次に，「（７）当事者の負担する費用」につきまして，多くの事業者が比較的低額の利用

料を定めており，無料としている事業者もありました。 

  次に，「（８）守秘義務が問題となった事例」につきまして，ほとんどの事業者において

具体的に問題となった事例はないとの実情が紹介されました。他方，税務署や警察，弁護

士から記録の開示請求等を受けたという事例が数件報告されました。 

  次に，「（９）代理人の選任状況」につきまして，事業者にもよりますが，ＡＤＲという

こともあり，代理人が付くケースは余り多くないという状況がうかがわれました。 

  また，代理人が選任された場合には，法的整理，争点整理がされるという利点があるとの

指摘があった一方，当事者の感情的な部分が捨象されたり，当事者の意見が余り反映され

ず，和解が成立しない場合もあるなどのデメリットも指摘されております。 

  次に，「（１０）ＡＤＲ法上の特例の利用状況」につきましては，活発な利用状況等は特

段確認されませんでした。 

  続きまして，「（１１）利用者の利用のきっかけ，実施したＡＤＲ手続等に対する評価」

につきましては，ホームページや行政，相談機関からの紹介などが多いようであり，報道

等で利用が増えたという実情も紹介されました。 

  また，いわゆる士業団体等においては，会員からの持ち込み案件が多数を占める事業者も

あるとのことでした。 

  ＡＤＲ手続等に対する評価としては，費用をかけずに短期間で解決できた，あるいは法律

上の問題が整理されたなど高評価がある一方，一部ではありますが，手続実施者に対する

不満等が表明された実情も紹介されております。 

  続きまして，「（１２）手続・結果概要の公表」につきましては，非公表や件数のみを公

表している事業者もありましたが，利用者への広報や理解の促進等の観点から，積極的に

公表している，あるいは公表を検討するという事業者も多数ありました。 

  次に，「２ 認証ＡＤＲの利用促進について」の中の「（１）広報，専門・得意分野のＰ

Ｒ」につきまして，多くの事業者がポスター，リーフレット等の作成・配布や機関紙，マ

スコミ等での紹介を行っているほか，イベントの実施や相談機関等への説明などの取組を

行っている例も紹介されました。 
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  また，いわゆる士業団体において，会員への周知に力を入れている例も紹介されました。 

  次に，「（２）他機関との連携」につきまして，当該事業者の母体，その他関係の深い団

体等との連携のほか，相談機関や行政機関等との連携や講師派遣を行っている例なども紹

介されました。 

  次に，「３ 認証ＡＤＲの運用について」のうち，「（１）組織・体制」につきましては

省略をさせていただきます。 

  「（２）財務状況」につきましては，様々な会費や寄附金，補助金や母体からの支出等に

より運営されている様子が紹介されております。 

  次に，「（３）手続実施者等に対する研修等」につきましては，多くの事業者において，

手続実施者に対する研修やその他職員に対する研修を実施している例が紹介されました。 

  次に，「４ 認証ＡＤＲの認証・監督手続について」の項目のうち，「認証・監督に関し，

特に負担となっている点の有無，内容等」につきましては，特に士業団体を中心といたし

まして，兼業届を始めとする各種届出，報告の負担が重いという指摘がありました。 

  次に，「５ 認証ＡＤＲ制度の問題点について」の項目の「制度の改善を要すると考える

点やその理由，具体的な事例等」につきましては，時効の中断について要件が明確でない，

あるいはかいけつサポートの周知を積極的に徹底してやってほしい，さらに，証言拒絶権，

守秘義務の法定化を求める意見が見られました。他方，ＡＤＲ法は現状のままでよい，認

証を受けたことにより手続が硬くなり，ＡＤＲ本来の手続がミニ訴訟化してきた面もある

などとの指摘もありました。 

  続きまして，「６ その他関連事項」につきましては，利用者の動機付け等の観点等から

執行力を希望する意見がある一方，一律の執行力付与による弊害を危惧する意見もありま

した。また，財政支援についての要望等も出されております。 

  次に，「７ 日本ＡＤＲ協会からの提言」につきましては，第３回検討会の資料にもなっ

ているところですが，ＡＤＲと裁判手続の観点やＡＤＲの担い手の資質の向上，他機関と

の連携等，様々な観点から御指摘をいただいているところでございます。 

  以上，簡単ではありますが，ヒアリング結果概要について御説明させていただきました。 

○伊藤座長 ありがとうございました。 

  ただいまの鈴木参事官からの説明に対しまして，何か御質問，あるいは御意見があれば，

御遠慮なくお願いいたします。よろしゅうございますか。 

  それでは，要旨の紹介がありましたヒアリングの結果を踏まえまして，当検討会において

今後どのような内容を議論すべきか，これについて協議をお願いしたいと思います。 

そこで，まず事務局から「論点整理（案）」についての説明をお願いいたします。 

○鈴木参事官 お手元の資料２，「論点整理（案）」について御説明をさせていただきます。 

  この「論点整理（案）」につきましては，これまで本検討会の委員の皆様からいただいた

御意見やその後実施したヒアリング結果のほか，日本ＡＤＲ協会の提言その他の御意見や

立法当時の議論の経過などを踏まえまして，座長に適宜お諮りしながら事務局の方で取り

あえずのたたき台として作成したものです。本日，委員の皆様に御議論いただいた上で，

今後の検討会において，この「論点整理（案）」を検討対象とすることについてお諮りし

た上で，これに沿って今後の御議論を進めていきたいと考えております。 

  この「論点整理（案）」は，三つの項目からなっています。 

- 3 -



  一つ目は，「認証ＡＤＲの魅力を高めるための施策」，二つ目は，「認証ＡＤＲを利用し

やすくするための施策」，三つ目は，「認証ＡＤＲの基盤強化，監督関係その他」という

項目でして，それぞれの項目ごとに関係する論点を整理しております。実際の御議論に当

たりましては，議論の流れや時間の関係もありますので，必ずしもこの「論点整理

（案）」のとおりにいかない場合もあるとは思いますが，議論全体のロードマップと考え

ていただければ幸いでございます。 

  それでは，中身の方の説明に入らせていただきます。 

  まず，「１ 認証ＡＤＲの魅力を高めるための施策」の中の「ア 各事業者による専門

性・特殊性の意識化・明確化」でございます。この点，各委員から事業者が専門，得意分

野を分かりやすくアピールすることが重要であるという御意見をいただいております。ま

た，ヒアリングにおきましても，いわゆる業界型の事業者を中心として，専門分野に特化

したサービスを提供している例が紹介されております。さらに，紛争の分野にかかわらず，

当該ＡＤＲならではの柔軟な対応や工夫についても紹介がされており，これらも当該ＡＤ

Ｒならではの特殊性と言うことができると考えられます。 

  各事業者が自らの専門性・特殊性を意識し，これを明確化していくことが当該事業者，ひ

いては認証ＡＤＲの魅力を高める上で重要であると考えられますので，そのための方策も

含めて検討すべきではないかというものでございます。 

  続きまして，「イ 認証ＡＤＲのさらなる拡充について」でございます。これまで様々な

紛争の範囲を取り扱う多数の事業者が誕生しておりますが，認証ＡＤＲが存在しない業種

や存在しても首都圏等，一部地域に限られるというものもございます。そこで，現在，認

証ＡＤＲが存在していない業種や地域等への働き掛け等を行ってはいかがかというもので

ございます。 

  続きまして，「ウ 認証ＡＤＲによる和解の実効性を確保するための方策」でございます。

現行法下においても，各事業者において様々な工夫がされているところではございますが，

さらに執行力の付与についても積極・消極，様々な意見があるところでございます。そこ

で，この点も含めて和解の実効性を確保するための方策について検討すべきではないかと

いうものでございます。 

  次に，「エ 手続実施者等の質の向上」でございます。手続実施者の質の向上は，認証Ａ

ＤＲに対する信頼性を向上させ，その魅力を高める上で重要であると考えられます。各事

業者や日本ＡＤＲ協会等において，様々な研修等が実施されているところでございますが，

この点についても検討すべきではないかというものでございます。 

  次に，「オ 調停手続法の制定」でございます。本検討会では，これまで具体的な意見等

は見られませんでしたが，従前から賛否両論の意見があり，ＡＤＲ法制定時の国会審議に

おいても言及されているところであります。 

  続きまして，「２ 認証ＡＤＲを利用しやすくするための施策」の中の「ア 相談機関等

との連携，広報」でございます。国による広報の在り方も含めて，潜在的な紛争解決のニ

ーズをどのように吸い上げるのか，各種相談機関の相談をきっかけに，ＡＤＲを認知して

もらう方策を検討すべきであるとの御指摘があったところでございます。ヒアリングにお

きましても，相談機関や行政からの紹介がＡＤＲ利用のきっかけとなったという例が紹介

されているところであり，認証ＡＤＲを利用しやすくするため相談機関等とどのように連
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携を図っていくのか，そのためにどのような方策が考えられるかなどについて検討すべき

ではないかというものでございます。 

  次に，「イ 法律扶助の活用」でございます。ＡＤＲにおける代理人の活用の是非自体に

ついては，御議論があり得るところではございますが，一定の類型の事件について，その

必要性があり得ることも否定できないところであり，資力等の問題でＡＤＲの利用が阻害

されることのないよう，法律扶助の活用についても検討すべきではないかというものでご

ざいます。 

  次に，「ウ 時効中断効」でございます。現行法上，時効中断効については，認証紛争解

決手続における請求の時を基準として認められるものとされていますが，請求の特定等と

の関係で，申立時に時効中断が認められない事件もあると考えられることから，この点を

気にすることなく，安心して認証ＡＤＲを利用するための方策について検討すべきではな

いかというものでございます。 

  続きまして，「３ 認証ＡＤＲの基盤強化，監督関係その他」のうち，「関連機関との連

携等」でございます。認証ＡＤＲの基盤を強化するために関連機関との連携，言わば横の

つながりをどのようにすべきかというものでございます。関連機関としては，日本ＡＤＲ

協会等の業界団体や学会，相談機関等を挙げさせていただいておりますが，もちろん法務

省はその後ろの関係省庁等に入ってまいるところでございます。 

  次に，「イ 財政基盤の充実」でございます。財政基盤の充実については，各事業者から

のヒアリングにおいても，財政援助の点を含め，様々な御意見をいただいているところで

ございますが，これを正当化する根拠や実現可能性等の点も含め，多様な観点から検討す

べきではないかというものでございます。 

  次に，「ウ 守秘義務の法定」でございます。現行法下においても，認証ＡＤＲ事業者は

民事上の守秘義務を負っていると解されるところですが，さらに公法上の守秘義務を定め

ることの是非も含めて検討すべきではないかというものでございます。 

  次に，「エ 提出書類の合理化」でございます。ヒアリング結果概要でも御紹介させてい

ただいたとおり，各事業者からも要望の強いところであり，合理化の是非及び範囲等につ

いて検討すべきではないかというものでございます。 

  「論点整理（案）」の御説明については以上のとおりです。限られた時間の中で論ずべき

論点は多岐にわたりますが，充実した御議論をお願いできればと考えております。 

○伊藤座長 ありがとうございました。 

  ただいま説明いただいた論点整理（案），これをここで御承認いただくということになり

ますと，今後の議論はこれに沿って，それぞれの内容に関して協議をお願いすることにな

りますので，今の段階でほかにも取り上げるべき論点としてこういうものがあるのではな

いか，あるいは論点の内容として別の角度から見たほうがいいのではないか等々，御意見

あるいは御質問でも結構ですので，御発言をお願いいたします。 

  どうぞ。 

○藤井委員 まず，法律扶助の活用に関して論点が，これは３ページになるのでしょうか，載

っているんですけれども，ヒアリングの中でも若干質問させていただきましたが，必ずし

もＡＤＲと法律扶助の関係をＡＤＲ機関の方々が十分に認識しているわけではないという

印象を受けました。 
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  それで，現在，私は，法テラスの業務として情報提供業務あるいは民事法律扶助というの

があるんですが，どの程度ＡＤＲ機関が情報提供として紹介されているのか，その結果，

ＡＤＲが現実に民事法律扶助で使われているのかというのを全国的にデータの集計をして

おります。次回あるいは次々回に若干お時間をいただいて，そういうデータなども紹介さ

せていただき，結論から言うと，必ずしも利用が十分ではないのですが，どういう原因が

あるのだろうか，ＡＤＲの利用促進をするためにはどんな対策を講ずることが必要なのか

に関して，若干意見を述べさせていただければと思いますので，その点配慮していただけ

ればと思っています。 

○伊藤座長 分かりました。法律扶助の活用について，藤井委員から，現状の御紹介を踏まえ

た御意見を次回，場合によっては次々回になるかもしれませんが，適切な折に御紹介いた

だけることについては皆さん方にも恐らく御異論はないかと思いますので，よろしければ

是非そのようにお願いしたいと存じます。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

○伊藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

  どうぞ，山本委員。 

○山本委員 ３点です。 

  第１点は，裁判所とＡＤＲの連携というか，関係のところで，これは前回，立法の際にも

「付ＡＤＲ」というような名称で議論がされたようですけれども，適切な事件を裁判所か

らＡＤＲの方に，回すと言うとあれですけれども，当事者に対してＡＤＲの利用を勧奨す

るというようなことが考えられるのではないかということです。これは既に日本ＡＤＲ協

会の提言の一つとしてもあるところですし，諸外国のＡＤＲに関する法制などを見ても，

そういうようなものが一つの中核的なＡＤＲの振興策として論じられているように思われ

ます。 

  あるいは事務局の御意図としては，この整理の２ページの一番下の行で，「裁判所とＡＤ

Ｒとの連携の在り方等についても検討がされている。」という文言の中に，あるいはそう

いう趣旨が含まれているのかなという気もしたのではありますが，これだけだと何のこと

かちょっとよく分からないような感じもしましたので，ここでそういう点も含めて議論し

ていただくということであれば，別にこのペーパー自体はこれで構わないというふうに思

うんですけれども，一応私の問題意識を申し上げさせていただきました。 

  それから，第２点ですけれども，地方公共団体の役割という点です。これについては，現

在のＡＤＲ法も４条の２項で，地方公共団体はＡＤＲについての情報提供，その他必要な

措置を講ずるように努めなければならないという規定があるところでありますけれども，

これがどういうように働いているのかというのは私自身十分に認識していないのですが，

最近，県庁とか，あるいは市役所の法律相談の窓口のようなところを幾つか伺う機会があ

って，そこには確かにＡＤＲ法の法務省が作ったパンフレットは置かれているのですけれ

ども，窓口の人は，一体それが何なのか，必ずしもよく認識できていないような部分もあ

ったりしまして，もう少しそこを積極的に，やはり地方公共団体というのは，紛争の最初

のアクセスポイントとして非常に重要な役割を担っているというふうに認識しておりまし

て，もちろん消費生活センターとかにおいては，一定のエリアで紹介するということが行

われていると思うんですが，その地方公共団体自体，もう少し積極的にコミットしてもら
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うようなことを何か考える必要があるのではないかという問題意識を持っております。そ

れもこの２ページの相談機関等の連携というところなのか，あるいは３ページのアの関連

機関との連携等というところなのか分かりませんが，そういったあたりで少し論点として

お考えをいただければということです。 

  最後，第３点は，何か改正が必要かということについては，私自身は必ずしも意見はない

のですけれども，弁護士の関与の仕方です。取り分け認証要件の中の弁護士の助言の問題

ですね。これにつきましては，いろいろなところでＡＤＲ法の改正が論じられるときには，

そういう，もう少し弁護士の関与というものを緩和すべきではないかというような意見を

伺うことがあるわけです。今回のヒアリングでは必ずしもそれほど大きな声としては出な

かったようにも思いますけれども，若干自動車ＰＬとかから，そういうような意見も出た

ように思うのですけれども，これは立法したとき以来の，弁護士法７２条との関係は非常

に大きな問題であり，私自身は現在も必ずしもそのままで大きな問題はないんじゃないか

という認識は持っているんですが，ただ，やはりかなり大きな問題ですので，ここの検討

会で論点として挙げずに，どうも私が見た限りではこの論点には含まれていないようにも

見えたのですが，論点として挙げずに，そのまま議論するということがちょっと社会的に

見ていかがかという感じもするものですから，その当否はともかくとして，やはり論点と

しては，ここは挙げておいた方がいいのではないかという印象を持っているということで

す。 

  以上です。 

○伊藤座長 ただいま山本委員からの御発言で，第１点の裁判所とＡＤＲとの関係，具体的に

いえば裁判所が一定の事件に関してＡＤＲに付するというような考え方について検討をす

る必要があるのではないかという問題，２番目の地方公共団体との連携といいますか，あ

るいは広報になるのかもしれませんが，という問題は，この整理（案）にも抽象的な形で

はありますけれども，取り上げられておりますので，皆さん方も今の点を議論すること自

体に関しては，余り御異論はないかと思います。 

  第３点の認証要件との関係での弁護士の関与，これは直接的な形ではこの整理（案）に出

てきておりません。恐らく類型としては，この３ページの３の認証ＡＤＲの基盤強化等の

中にもし入れるとすれば入るんでしょうけれども，ただいま山本委員から説明がありまし

たように，従来から議論の対象であったことは間違いありません。ただ，それをどういう

議論として集約できるかはともかくとして，検討の課題として取り上げるかどうかについ

ては，皆様方の御意見を伺った上で決めたほうがよろしいかと思いますので，特に第３点

目についての御意見を承れればと存じます。 

  どうぞ，渡部委員。 

○渡部委員 山本先生の言われた自動車ＰＬの話は，ヒアリング結果概要の１２ページの「そ

の他」の中の一番最初の部分の記載だと思います。すなわち「認証要件を緩和し，多様性

のあるＡＤＲ機関ができるようにしてほしい。例えば，極論だが，法的解釈を行わないカ

ウンセリング知識をベースとしたＡＤＲの場合，弁護士の関与を不要とするなど，ユニー

クなＡＤＲがもっと気軽に増えてもいいのではないか」という御発言なのですが，この

「法的解釈を行わないカウンセリング知識をベースとしたＡＤＲ」とは何であるのかが問

題だと思います。ＡＤＲ法１条及び３条からすると，ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）は
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「民事上の紛争」を「公正な第三者が関与して」「法による紛争の解決のための手続とし

て」存在しているのですから，発言者の言う「法的解釈を行わないカウンセリング知識を

ベースとしたＡＤＲ」はＡＤＲ法に言う「ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）」の定義に該当

しないと思われます。 

そのような法的に見て不正確な発言を契機として，法改正を論ずるのは好ましくないし，

意味がないと思います。ただし，一般的議論として，論題として載せることは構わないと

思います。 

○伊藤座長 分かりました。 

どうぞ。 

○植垣委員 今，座長の方から弁護士関与の観点からの意見を求められたにもかかわらず，遡

ってしまって申し訳ありません。先ほどの裁判所との連携というところで，事件を回す，

あるいは勧奨するというところがありましたが，ヒアリングでは余りそういう御意見はな

かったと思いますし，裁判所に申し立てられた事件をＡＤＲに回す，あるいはＡＤＲに申

し立てることを勧奨するということは，訴えを提起した人たちの認識ということをよく分

からずに，この場で勧奨等について議論することにどれほどの意味があるか疑問であると

いう感じがします。裁判所での解決を期待して訴訟を提起した人が，裁判所から「ＡＤＲ

に行ったらどうですか」と言われたときの思いですとか，ＡＤＲで結果的に解決できなか

ったときの思いなどについても忖度しなくてはいけないのではないかと思います。 

○伊藤座長 分かりました。確かにヒアリングの中では，指摘がみられなかったようですが，

以前から議論としてあったことは否定できないので，もちろん，植垣委員がおっしゃった

ように，それをどう考えるかということになると，これはいろいろ考え方が一致しないも

のではないかとは思いますが。山本委員，もし何か，今の点に補足していただけることが

あれば。 

○山本委員 植垣委員が言われることは誠にごもっともで，前回のＡＤＲ検討会でも正にその

ような議論が，取り分け裁判所から出られた委員からそういう御意見があったということ

は認識しています。ただ，前回の検討会では，その構想自体，私の認識では完全に否定さ

れたというわけではなくて，当時はまだ認証ＡＤＲというのはできていなかったものです

から，そういうものが出来上がって，どの程度社会的な信頼を得られているかというよう

なことも考慮に入れて，もう一度将来考えてみようということで，将来への一種の宿題と

して残されていた事項ではないかというふうに認識していますから，もちろん現段階では

まだ時期尚早であるという御議論も十分あり得るというふうに私は認識しておりますが，

そういったことも含めて御議論をいただければという趣旨で申し上げました。 

○伊藤座長 どうぞ。 

○道垣内委員 先ほどの御発言の中で，ヒアリングの中ではそれほどの意見はなかったという

御発言の部分ですが，日本ＡＤＲ協会の３ページに載っている提言の中には，先ほど山本

委員にも触れていただきましたけれども，５番目のポツのところにございまして，これは

一機関の意見というよりは，この背後には相当数の団体の方々が集まったワーキンググル

ープがあり，また協会の中で意見を調整して出してきたものですので，相当数の声はある

ということだけを申し上げたいと思います。 

○伊藤座長 分かりました。私もその点をちょっと見落としておりまして，申し訳ありません
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でした。ということですが，いかがでしょうか。 

  どうぞ，丹野委員。 

○丹野委員 すみません，今，山本先生から提案いただいた論点は，私が無知なんですけれど

も，全く想定をしておりませんでしたので，今まで累々と議論を重ねておられたというの

は，今伺って，なるほどというふうに感心をさせていただいて，個人的な意見は，その論

点になったときにさせていただくとしても，ただ，一つだけ気にしていますのは，これは

いつまでにまとめるんですか。間に合いますか。そこだけです。いつごろまでにこの議論

をまとめなくてはいけないのでしょうか。 

○伊藤座長 今後の進行の目途について，事務局から今，現段階での何か考えがあればお話し

ください。 

○鈴木参事官 まず，年内におきまして，各論点について委員の皆様から一定の御検討をいた

だいた結果，年度内に検討会としての取りまとめができるような進行を一応は予定してい

るということでございます。 

○伊藤座長 そうしますと，あと多数回この会議が開けるというわけではありませんけれども，

しかし，全ての論点について十分な審議をする余裕はあるかと思います。 

  それではいかがでしょうか。もちろん意見がまとまらないということもあり得ることです

し，その場合には二つの考え方を併記するということになるかもしれませんけれども，従

来からの問題でもありますので，裁判所とＡＤＲとの関係といいますか，連携の在り方に

ついては，この検討会の中でも議論していただくということで御了解いただければと思い

ます。 

  それから，元に戻りまして，認証要件としての弁護士の関与について，これはどうでしょ

うか，自動車製造責任センターからの意見は，確かに渡部委員からおっしゃるように，そ

のものを問題にするというのでもないようですが，しかしこれも一般的な問題とのつなが

りも否定できないかと思いますが，皆様方の御意見はいかがでしょうか。 

○渡部委員 私も議論することはよろしいと思います。 

○伊藤座長 どうぞ，道垣内委員。 

○道垣内委員 同じことを言おうと思っておりました。これは論点整理ですので，まとまる見

込みがなければ将来の課題という扱いもあり得ると思います。ここで消えてしまうと，問

題にならなかったという歴史が残ってしまうので，御議論があれば論点として取り上げる

べきではないかと思います。 

○伊藤座長 分かりました。それでは，意見が集約できるのか，あるいはそれが無理で，議論

の結果だけを残しておくということになるのか，そのあたりは皆様方の御審議の内容次第

でございますけれども，弁護士の関与の在り方につきましても，この検討会での議論の対

象として取り上げるということにいたしましょう。 

  ほかにはいかがでしょうか。どうぞ道垣内委員。 

○道垣内委員 論点の中では，最後のページの４ページのウと書いてある守秘義務のところで

すけれども，どういうふうに限定されているのか，あるいは限定されていないのか，やや

分かりにくい文章になっているように思います。「認証ＡＤＲは」と書いてありますが，

前の方を見ますと認証ＡＤＲというのは認証された紛争解決手続のことを言っています。

そうすると誰が負っているのかよく分からないのですが，機関とか，あるいは手続実施者
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については，守秘義務というのでよろしいかと思います。これに対して，当事者がその調

停手続の中で得た相手方の意見，あるいは相手方から提出されたものを，後の訴訟なり，

仲裁なりでどの程度使えるのか，使ってはいけないのか，そういったことについても議論

すべきかと思います。もしかすると，２ページの１のオの調停手続法といったものをもし

制定すれば，そこに規定されるべきことかもしれません。あるいは民事訴訟法の中に規定

すべきことかもしれません。どこが適当な場所なのかは分かりませんけれども，当事者が

ＡＤＲに関与するに当たって，言って大丈夫なのかどうかということの安心材料をもう少

し提供するような仕組みといいますか，ルールを明確化するということもあり得るのでは

ないかと思います。それが入っているのであれば結構ですが・・・。 

○伊藤座長 今の点について，鈴木参事官から何か説明はございますか。 

○鈴木参事官 今，道垣内委員がおっしゃられたとおり，２ページのオのところで，一応その

点は検討の対象になり得るというような，ちょっと書き方が明確ではないんですけれども，

御議論をいただくとすればこの部分で，今，御指摘のあった点を御議論いただくというこ

とになろうかと思います。 

○道垣内委員 ３のウは認証ＡＤＲ機関，手続実施者の守秘義務という御趣旨でしょうか。 

○鈴木参事官 そういう趣旨でございます。 

○伊藤座長 それでは，内容的には，４ページのウにつきましては，これは手続実施者のこと

を言っているので，道垣内委員から御指摘のありました手続当事者の守秘義務は２ページ

のオの中で議論をするという趣旨で原案もできているようですので，そういう形で議論を

するようにいたしましょう。 

  ほかにいかがでしょうか。そういたしましたら，もちろんそれぞれの項目についての細部

の論点というのは，ここに書かれていないものというのも当然出てくるかと思います。た

だ，議論の大枠といいますか，道筋といたしましては，ただいまの何人かの委員からの御

指摘を踏まえて，必要な修正をした上で，この「論点整理（案）」に沿って，これからの

議論を進めるということで御了解いただけますか。 

  それでは，そのようにさせていただきます。 

  そこで，論点は多岐にわたっておりますけれども，先ほど丹野委員からの御質問がありま

したように，審議の時間については一定の制約があるということですので，本日はまだ残

り時間がございますので，早速本日から各論部分の検討に入ることといたしたいと思いま

すが，よろしいでしょうか。 

  それでは，論点の一つ目，「認証ＡＤＲの魅力を高めるための施策」についての検討をい

ただきたいと思います。 

そこでまず，事務局から，「ア 各事業者による専門性・特殊性の意識化・明確化」に

ついて説明をお願いいたします。 

○鈴木参事官 それでは，私の方から説明をさせていただきます。 

  お手元の資料３－１，論点１の「認証ＡＤＲの魅力を高めるための施策」の「ア 各事業

者による専門性・特殊性の意識化・明確化」と記載された資料を御覧ください。 

  四角で囲んであるところを御覧ください。ここで御議論いただきたいテーマといたしまし

ては，認証ＡＤＲの魅力を高めるために，各事業者が専門性・特殊性を高めることが重要

であり，そのため各事業者において，自らの専門性・特殊性を意識化・明確化することが
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有用であるとの考え方についてどのように考えるのか，またそのための方策としてどのよ

うなものが考えられるのかということでございます。 

  利用者が認証ＡＤＲを利用しようと考えている場合としては，当該ＡＤＲの専門性や得意

分野，あるいは当該ＡＤＲならではの取扱い等の特殊性が利用者側のニーズに合致する場

合が考えられるところであり，本検討会においても各事業者が専門・得意分野を分かりや

すくアピールすることが重要であるとの御意見をいただいているところでございます。 

  ヒアリングにおきましても，例えば，証券・金融商品，自動車製造物責任，医事問題など，

特定分野に特化した認証ＡＤＲにおいて，高い専門性をいかした紛争解決が提供されてい

る様子が確認されております。 

  また，医療機関における事故原因の解明を求めるなど，不定形な申立てを受理したり，休

日時間外を含む長時間の期日の設定といった柔軟な取扱いの工夫をされている例も報告さ

れておりますが，これらは取り扱う紛争の範囲に関わらない，当該認証ＡＤＲならではの

特殊性であると言えます。このような専門性・特殊性といった，言わば当該ＡＤＲの強み

の部分については，これを意識的に捉えて，様々な工夫をされている事業者の方々も多い

と思われますが，他方でこれまで余り意識してこなかった事業者におかれては，まずは自

身の強みは何なのかということを御考慮いただき，これを明確化していくことが有用では

ないかということがここで挙げさせていただいた考え方でございます。 

  また，そのための具体的な方策の一つとしては，論点２のアとも関連してくるのですが，

各事業者の専門性・特殊性や当該事業者を利用する利点等を整理した一覧性のある資料，

例えば表形式のものやパンフレット，便覧のようなものも考えられますが，このようなも

のを作成することとし，その過程において各事業者において再度この点をお考えいただく

ことも有用ではないかと考えているところでございます。 

  別紙は，このような資料として，例えばこのような項目を掲げてはいかがだろうかという

ことで，取りあえずのたたき台として作成したものでございます。これは便覧のようなも

のをイメージした例となっておりますが，このようなイメージにとらわれず，あるいは全

く異なる方策も含めて御議論いただければ幸いです。 

  御説明は以上となります。 

○伊藤座長 それでは，ただいまの鈴木参事官からの説明に関しまして，御質問，御意見をお

願いいたします。 

  どうぞ，丹野委員。 

○丹野委員 この論点１のアに関しましては，非常によく考えていただいて，大変有難いなと

思います。私は利用者側として発言をしたいと思うんですけれども，利用者側にとりまし

ては，全国にこれだけのＡＤＲがあって，それで，しかもそれが裁判とは違って，敷居の

低い形で私たちの紛争解決をしてくれるというところに非常に意義があるんだけれども，

そもそもその存在を知りませんし，ましてやその役割，機能ということになると，なかな

か浸透していないと。要は知らないということになるので，ヒアリングのときにも，売り

は何ですかという質問をさせていただきましたが，必ずしも売りという言葉に対して，

「ああ，うちはこうですよ」というふうにおっしゃる団体もあるけれども，「いや，そん

なことは考えたこともない」と，「売りと言われても分かりません」というような御発言

もあったりして，やっぱりそういう意味では門戸を開いて，こういうことをしているんだ
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よと構えていらっしゃる以上，それに対して利用者が利用しやすい，魅力のある仕組みを

作ることは非常に大事だと思っていますので，これが非常に大丈夫だろうと。ある意味，

ＡＤＲ機関の見える化，今はやりの言葉では「見える化」というんですけれども，「見え

る化」しなければと思っています。それが非常に有益なことだと思います。 

  ちなみに，加えて申し上げれば，資料の裏の別紙ですが，これが適切かという話は，今こ

こで深掘りするのはいかがかなと思っていますが，こういうものを作ることは，例えば国

としても，認証ＡＤＲ，かいけつサポートというものをバックアップする意味でも，こう

いうことをしていただくことは非常に意義のあることだと思っています。ただし，中身に

関してはもう少しいろいろ検討したほうがよろしいような気がいたします。取りあえずの

発言でございます。 

○伊藤座長 いかがでしょうか。 

  どうぞ，丹野委員。 

○丹野委員 すみません，続けざまで申しわけありません。言い忘れたので，申し訳ありませ

ん。 

  別紙に解決事例うんぬんと書かれていますが，これは，私は，そのＡＤＲは何をやってい

るか，どんな結果が出るかということは，利用者側から見て非常に魅力を高めることだと

思っていまして，結果の，概要で結構ですが，概要の公表をしていただきたいと思ってい

ます。そういう意味では既にここに解決事例と，多分それを意図していらっしゃるんだろ

うと思いますが，入っていることは大変助かると思います。 

○伊藤座長 分かりました。 

  どうぞ，渡部委員。 

○渡部委員 この別紙のものというのも，一例として書かれているんでしょうけれども，これ

を法務省のホームページにも載せる方向なのでしょうか。例えば，毎年の報告書の中に載

せるなど，そういうことはあり得るのですか。 

○鈴木参事官 何らかの形でそういったことは考えているところでございます。 

○伊藤座長 どうぞ，道垣内委員。 

○道垣内委員 しかし，その問題は２のアの話ではないでしょうか。ここはむしろ各機関が専

門性なり，特殊性をどのように明確化していくのかということであり，その表し方はまた

違う話ではないかと思います。ホームページにするとしても，今から予想されますけれど

も，何かつまんないホームページになりそうなので，若い人に作ってもらうとか，業者さ

んに丸投げした方がよほどいいものが作れるのではないかと思います。いずれにしても，

それは，２のアの話ではないかと思います。特殊性の点に戻りますと，特殊性をちゃんと

明確化していけば，抜けている分野もはっきりするでしょうし，活性化といいますか，そ

ういうところにニーズがあるんだということもまた分かってくると思いますので，私はい

いことだと思います。 

○伊藤座長 具体的なレイアウトなどは，しかるべく検討したほうがいいと思いますが，別紙

で申しますと，先ほど解決事例については丹野委員からの積極的な御発言がありましたが，

例えばもっとほかにこういう項目を盛り込んでアピールするべきではないかとか，ここで

は当該ＡＤＲを特定する情報と取り扱う紛争の範囲，アピールポイント，解決事例，取扱

件数などが列挙されていますが，もしこれ以外にも掲載を考えるべき情報があるのではな
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いかとか，そういったこともございましたら御意見をいただければと思いますが。 

  どうぞ，渡部委員。 

○渡部委員 法務省のページに掲げないのであれば，法務省の施策というのではなくて，ただ，

頑張りなさいというだけの話なので，この場で議論するというのはどうなのかなと思いま

す。要するにＡＤＲの中には，金融ＡＤＲの指定紛争解決機関のように，財政上の基盤が

しっかりしているところばかりじゃなくて，余りないところもあるので，それを法務省の

施策として広報の応援するのはどうなのかという意味であれば，この場で議論する意味が

あると思うのですけれども，ただ，皆さん広報を頑張りなさいという話だけであれば，こ

こで議論する必要はないと思います。 

○伊藤座長 どうぞ，藤井委員，お願いします。 

○藤井委員 これはむしろ専門性・特殊性の意識化・明確化という論点ではなくて，むしろ広

報の問題かなと思います。この別紙にあるような取扱分野あるいはアピールポイント等と，

もう一つは費用の問題というのが利用者にとっては結構関心事で，例えば私も弁護士会の

仲裁センターの仲裁人をやっていますけれども，弁護士会によって違いますが，仲裁セン

ターでは，期日日当というのが１万円で，これは申立人から５，０００円をもらって，相

手方からも５，０００円もらうという，そんなやり方をやっていたりするんです。そうい

う費用の問題が結構利用者にとっては関心事で，例えばヒアリングをした札幌司法書士会

のＡＤＲ機関では，２７年３月まで無料でやりますというような御報告もありましたので，

費用関係がどうなっているのか。成約した場合にどんな手数料を取られるのか，取られな

いのか。これも機関によって大分まちまちだと思いますので，そういうことをむしろ広報

問題だと思いますが，データとしては結構大事なのかなと，こんな印象があります。 

○伊藤座長 確かに利用者にとっての関心があるという意味では，間違いなく重要な情報です

よね。 

  どうぞ，山本委員。 

○山本委員 先ほどの渡部委員の御指摘は誠にごもっともなところがあって，これは広報の問

題はさて置くとして，この論点で取り上げられている専門性・特殊性の意識化・明確化と

いうのは，ある意味，各事業者が本来であれば当然やっているべきことというか，普通の

商売をやっていれば，まず自分のアピールポイントがどこかということを明らかにして，

それを広報宣伝していくというのは，マーケティングの恐らく基礎中の基礎であって，事

業をやっている以上は，当然それをやっているべきであるということ。恐らくここで議論

する必要はないんじゃないかという，そういう趣旨だと思うんですが，ただ，私はここで

これを議論しなきゃいけないことこそが日本のＡＤＲがはらんでいる最大の問題ではない

かというふうに思っているところです。やはり先ほど丹野委員からの御指摘もありました

けれども，必ずしも事業者自身でそれを十分認識していないところもまだあると。あるい

はそれを認識する必要性すら認識していないような事業者も，私は少なからず現状におい

てはあるのではないかという印象を持っていまして，まずこういうことをやるのが大切で

すよという，これはややパターナリスティックなことなのかもしれないという気は確かに

するのですけれども，ただ，やはり日本のＡＤＲの現状を前提とすれば，私はこれが必要

なことであり，有用なことであるというふうに認識をしているということで，ここで議論

する意味もあるのではないかというふうに思っています。 
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○伊藤座長 そうですね。そういうことだと思いますね。 

  どうぞ，道垣内委員。 

○道垣内委員 機関として自分で公表すべきことと，これは公表しなさいと外から言われるこ

とがあり得ると思います。後者のうち，取扱件数は利用者にとっては非常に重要な情報だ

と思います。過去３年でいいのか，５年なのか分かりませんが，また，三つの異なる分野

についてＡＤＲを提供しているのであれば，そこは分けて書いてもらわないと困りますが，

取扱件数を公表すべきだと思います。病院を選ぶときに，この病気の手術をこれまで何件

したことがあるのかという情報と同じで，年間ゼロですとか，３年前に１件だけありまし

たみたいな病院には，余り行きたくないわけですよね。かいけつサポートのホームページ

に掲載されている情報かどうかは確認しておりませんが，専門性をうたうことと，それを

裏付けるか裏付けないかは取扱件数次第ですが，この取扱件数という情報は重要であると

思います。これは，私は，一般の人が知りたい情報だと思います。 

○伊藤座長 なるほど。そうですね。確かにおっしゃるように，ある機関にとってこれだけの

件数をやっているというので，アピールしたい情報かもしれませんが，逆に，余り実績が

上がっていない時期には，余り出したくないようなものである場合もあるのかもしれない

ですね。ここでそれを議論していただく意味は，そういう意味でもあるかもしれませんね。

ヒアリングのときにもいろいろな事情はあるにせよ，この数年で余り件数が見られないと

いうような事業者の例もあったように思いますので。 

  どうぞ，藤井委員。 

○藤井委員 各種のＡＤＲ機関が，私の機関はこれが売りですよ，専門性はこうですよ，あっ

せん委員もこういう方々を準備しておりますよというのは，もちろん必要であり，有用で

あるんだけれども，一番大事なのは，そういう情報を利用者が知っているということだと

思うんです。どんなに自分のところはこういう専門性があるんですよと，意識し，かつ実

際にそうだとしても，利用者がそういう情報を理解し，なるほどと思って利用しなければ

いけない。ＡＤＲ機関自体が孤高を保っていたら，何にも役に立たないということで，じ

ゃそういう情報がどうやったら利用しようという方々に提供できるのだろうか。先ほどの

法務省のホームページというお話もあって，それも一つだと思うんですが，例えば，法テ

ラスは情報提供業務というのを法律に従ってやっております。２３年度で仙台にあるコー

ルセンターの情報提供，それから全国５０か所の地方事務所でもやっておりますので，こ

れをトータルすると５３万８，２９７件ぐらいを年間でやっているんですね。その法テラ

スの中のデータベース，特にＡＤＲ機関の，例えば費用はどうなるのかと，そういう点も

含めて，データベースというか，情報をより精密にして適切な情報提供をしようというよ

うなこともちょっと議論させていただいています。法務省もそうだろうし，法テラスもそ

うだろうし，あるいは自治体なんかも活用して，その情報を関係機関と連携しながら発信

していく，その発信の方策というのが結構大事なのかなと，こんな感じがいたします。 

○伊藤座長 分かりました。おっしゃるとおりですね。 

  どうぞ。 

○森委員 私は山本先生のおっしゃることはそのとおりだなというふうに思っていまして，広

報の観点から別紙のことは大事だと思うんですが，意識化・明確化をするということが必

ずしもできていないとすると，この別紙を出すことの意味も余り分からないというか，別
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紙は出して終わりになってしまうんじゃないかなと。自分の機関が他と比較して，あれこ

れ足りないんじゃないかなと認識してもらうことが大事だと思うんですね。そういう意味

でも，ここの議論というのは，この提言というのは，意識化・明確化をきちんとしてほし

いということを声高に訴えるべきじゃないかなというふうに思っていまして，そういうこ

とが必要なんじゃないかなと。その上で広報も含めて別紙のような存在が必要なんじゃな

いかなと。その別紙を見て，自分たちのいる位置を確認して，再度そこから再スタートを

切ってほしいというようなことに使ってほしいというようなことを提言していったらいい

んじゃないかなというふうに思っています。 

○伊藤座長 そういたしますと，今までの御意見を伺っていますと，専門性，あるいは得意分

野をどのように利用者に対して示して，利用を促していくかとは，本来はそれぞれの事業

者の責任であり，役割であるということでしょうけれども，ただ，現実を見ると，必ずし

も全てがそういう状況になると期待できるわけでもないと，そうであれば，別紙に幾つか

御指摘がありましたような情報を記載し，それを何らかの形で発信していくように事業者

に促すということが，我が国におけるＡＤＲのより一層の成長にとって望まれる。皆さん

の御意見を伺っていますと，そういうような形になりますでしょうか。 

  それでは，また適宜の機会に戻ることは当然ありますけれども，一応先に進むことにいた

しまして，続いて，「イ 認証ＡＤＲのさらなる拡充」の項目について，事務局からの説

明をお願いいたします。 

○鈴木参事官 続きまして，資料３－２を御覧ください。 

  論点１のイは，認証ＡＤＲのさらなる拡充という点でございます。ここに記載をしており

ますとおり，これまで様々な分野の紛争を取り扱う多数の認証ＡＤＲが誕生しております

が，他方で，いまだ認証ＡＤＲが存在しない業種も多数あり，また，特にいわゆる業界型

を中心として，首都圏等一部地域にしか存在しないという状況がございます。そこで認証

ＡＤＲの魅力を高めていくために，現在，認証ＡＤＲが存在しない業種や地域等への働き

掛け等を積極的に行うことも考えられますが，これについてどのように考えるのかという

ことで，ここで御議論いただきたい事項でございます。 

  私からの説明は以上です。 

○伊藤座長 よろしいですか。事業の種類の面でも，地域の面でも，いまだ十分とは言えない

という見方もできるかと思います。そこで，ここには取り扱う紛争の範囲として，現に事

業者が行っているものが掲げられていますけれども，こういったものに加えて，例えばこ

ういった事業についてはＡＤＲの手続が設けられることが国民の期待に添うものになるの

ではないかというような御指摘もあろうかと思いますので，この点についても自由に御意

見等をいただければと存じます。 

  どうぞ，植垣委員。 

○植垣委員 この働き掛けを行うことという文章は，主体は誰か，誰が働き掛けを行うという

ことが前提の文章なのか，ちょっと分からないので教えていただければ有り難いのですが。 

○伊藤座長 鈴木参事官，よろしくどうぞ。 

○鈴木参事官 いろいろ考えられるところですが，取りあえず法務省の方でもそのあたりをし

ていくようなことも考えているところでございます。 

○伊藤座長 現実にどういう行動をするかということはなかなかそう簡単には決まらないかと
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思いますが，一つの方向性として，法務省としてもそういうことは考えられるということ

ですね。 

  どうぞ，道垣内委員。 

○道垣内委員 私はスポーツ仲裁機構を運営しているものですから，その経験から申しますと，

文部科学省がスポーツに関する紛争についての普及啓発活動といった事業を持っていまし

て，そこに予算を付けて，それをやってくれる機関を公募して，我々がそこに応募して，

競争相手がある年もあるんですけれども，落札をすれば，その費用で，例えば国体に行っ

て，ブースを出してパンフレットを配るとか，そういう活動を実際やっております。旗を

作ったりもしています。 

  同じようなことは，法務省でもあり得るのではないでしょうか。こういうことをするには

お金が必要ですけれども，法務省自体がされるのか，あるいはそれにふさわしいところに

してもらうのか，いずれにしてもあり得る施策ではないかと思います，ここに挙がってい

るところのほかにも，例えば自分の生活を考えてトラブルが起こりそうなところというと，

交通機関，電車とか，タクシーとか，飛行機とかでのトラブルについても定型的な多分紛

争だと思うので，それは第三者を入れてさっさと片付けた方がお互いのためだろうと思い

ます。あるいはホテルに泊まった場合のトラブルとか，幾つか典型例はありそうなので，

そういうところには多分業界団体があるので，そういうところに御説明をするか，あるい

は来ていただいて説明会を開くとか，いろいろな方法があり得るとは思います。先ほどの

専門性を特定するとはっきり見えてくる隙間を埋めていけば，どれほどの人のメリットに

なるかは一概には言えませんけれども，少なくとも泣き寝入りはしなくて済む人が少しは

増えるかもしれませんし，訴えを起こして，その途中で和解をするという手間が，その前

の段階でさばければ，裁判所としてもよろしいんじゃないかと思います。 

○伊藤座長 どうぞ，丹野委員。 

○丹野委員 私は国民生活センターに勤務をしておりまして，国民生活センターというのは全

国に今１，６００か所以上あります消費生活センター等と連携関係を持って，消費生活セ

ンターというのは自治体が設けている消費者相談の窓口でございます，それが全国に１，

６００か所以上あって，相談員が３，３００人ぐらいいるんですけれども，そういうとこ

ろでいわゆる消費者紛争，事業者対消費者，Ｂ to Ｃの紛争について消費者から相談を受

けて，解決すべきものを解決するという業務を自治体の予算で行っております。ただ，そ

うは言いましても，Ｂ to Ｃじゃないトラブルもたくさんございます。Ｃ to Ｃのトラブ

ルもたくさんあり，Ｂ to Ｂのトラブルもたくさんある。それから，また消費生活センタ

ーでは，やっぱり力が及ばず事業者さんが言うことを聞いていただけないというトラブル

もございます。 

ですから，そういう意味ではＡＤＲの存在意義というのは非常にあるんだと思うんです。

消費生活センターは，底辺の部分，全国で，一時は１００万件超の相談を受け，このごろ

少なくなって８５万件の相談を受けているので，底辺にはいっぱい紛争の種みたいなのが

あって，それに対して，消費生活センターが，法テラスさんもそうでしょうが，解決をし

ているけれども，それでは解決できないものもたくさんあるという実態の中でいえば，や

っぱり地域のラインナップといいますか，そういうＡＤＲが遠くにあっても，とてもいい，

あそこで医事紛争を解決してくれるんだけれども，だからといって，どこか遠くからはな
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かなか行けないというような事情を考えれば，やっぱり地域のラインナップをそろえると

いうのは理想ではあります。なかなか困難だとは思いますが，それでもやっぱり非常に目

指すべき方向なのかなというふうに考えております。 

○伊藤座長 なるほど。丹野委員の御発言で，消費生活センターは少なくとも消費者が一方当

事者であれば，いろいろな類型の紛争の解決に当たることはできるんだけれども，やっぱ

りそこには一つの限界があるということですね。 

○丹野委員 認めたくないですけどね。 

○伊藤座長 いやいや，それは当然のことで，仮に消費生活センターが現実に取り扱っている

ようなものの中でも，もし事業者が主体になってＡＤＲのようなものがあれば，消費生活

センターからそちらへ回すとか，あるいは直接そちらへ行くということもあり得るでしょ

うけれども，より国民の権利救済に資するような仕組みができるのではないか，またそう

いう業種も幾つかまだ残されているというか，存在しているのではないかと，そういうこ

とですかね。 

○丹野委員 はい。やっぱり消費生活センターというのは行政型ＡＤＲの本当に原型みたいな

ものでございまして，そこで相談員がいて，両方の話を聞いて，あっせんをするという行

為をしていますので，そういう意味ではそこで解決できるものはあるんですけれども，や

はり先ほど申し上げたように，なかなか難しいものがたくさんございます。そういうもの

は行き場がなくて，その次にジャンプアップして，いきなり裁判というのは難しいので，

やっぱりＡＤＲの存在意義というのは非常に高いのではないかと思っていますし，それか

ら，消費者の方のお声を直接伺っている限りでは，裁判というのは非常にハードルが高い

というふうに皆さんおっしゃいますので，ＡＤＲのことを知っていればＡＤＲに行くとか，

それから消費生活センターの相談員はいろいろなＡＤＲの存在を必ずしも知りませんので，

知っているところと知らないところとのばらつきがあります。さっきの魅力の話じゃあり

ませんけれども。そういう意味ではそこをうまく広報の活動の中に生かしていければ，も

っと利用促進をする潜在的ニーズはあるんだろうと思います。ただし，そうは言っても，

近くにないとなかなか難しいという話でございます。 

○伊藤座長 どうぞ，渡部委員。 

○渡部委員 消費生活センターとの関係でいえば，今，東京都の消費生活センターから東京三

会のほうに提携のお話が来ておりまして，要するに，今，丹野委員が言われたように，Ｃ 

to Ｂだけじゃなくて，Ｂ to Ｂが来てしまう。医療の場合はちょっと専門性がありますの

で，消費生活センターでは少し重い案件や複雑なデリバティブなど金融関係など，ともか

く何でも来てしまうのが消費生活センターです。そうすると，消費生活センターは本来的

にはＣ to Ｂの問題を解決するところですから，消費生活センターとしても専門性のある

ところにやはり回したいというところがありまして，提携のお話が来ているという状態で

す。東京三会の仲裁センター・紛争解決センターは非認証ですので，認証ＡＤＲとは違い

ますけれども，一定の分野には，そのような需要が存在するということです。このことは，

需要のある分野にはやっぱりＡＤＲが必要だということを示しております。需要のある空

白地帯の分野にＡＤＲを作るべきだというのはそのとおりであると思います。 

○伊藤座長 そうですね。先ほど道垣内委員からは具体例が幾つか挙げられましたが，ほかに

現在存在していないけれども，こういうものがあれば，より紛争解決，権利救済に資する
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のではないかというような領域というのは，どんなものがあるんですかね。 

  どうぞ。 

○道垣内委員 発想の仕方ですけれども，権利救済は恐らく１０％以下で，ほとんどは納得と

いいますか，頭を冷やせば分かる話が多いと思います。そういうクーリング・ダウンのた

めの仕組みだと考えれば，たくさんあり得るんじゃないかと思います。私が申し上げた交

通機関とか，ホテルとか，それはお客さんが無理を言っていることが相当あると思うので，

ＡＤＲの売り込みの仕方といいますか，そこは説明の仕方ではないかと思います。権利救

済というと何か非常に面倒くさい話のような気がするので，トラブルがこじれないように

することが，トラブルはしかしたくさんある，そういった分野は，私は今すぐには思いつ

きませんけれども，まだまだあるだろうと思います。 

○伊藤座長 どうぞ，山本委員。 

○山本委員 私も具体的な事業とか，このあたりがというのを思い付くわけではないんですけ

れども，発想としてはやっぱりそういう各業界の状況とか，どういうところで紛争が起き

ているかというのを認識しているのは，その業界には恐らくそれを管轄する官庁があると

思いますので，その官庁の中でそういう認識というのがあるのではないかと。それで，Ａ

ＤＲというのを思い浮かべれば，思い浮かべる官庁もあると思うんですが，それの場合に

は何か自分たちのところで作ろうとかという，いろいろなことをやっておられることは伺

うわけですけれども，必ずしも十分そういう認識がないところもあるのではないかという

気がいたしまして，先ほど，働き掛けの主語が誰かという，法務省というふうに，法務省

が第一義的にやっていただくことは是非必要だと思うのですが，そういうほかの官庁も巻

き込んだ形で，いろいろな業界を考えたときに，空白地帯というのがどこにあるのか，そ

こを埋める必要性があるのかということを検討していただきたいというふうに思います。 

  それから，地域の問題も，丹野委員が言われたとおり，そのとおりで，これは私が最初に

申し上げたこととも関係するんですが，地方公共団体との関係というのも考えていただけ

ればというふうに思っていまして，その地域にどういうような紛争解決のニーズがあるの

か，これはそれぞれのところで，先ほど申し上げたように，市町村で法律相談とかもやっ

ておられます。もちろん消費生活センターもありますので，そういうようなニーズはそれ

ぞれの地方公共団体が一番把握しているんじゃないかというふうに思いますので，そうい

うところと連携をして，全てのところに何か個別のＡＤＲ，例えば医事のＡＤＲを全国全

ての都道府県に作るというようなことは，理想的ではあっても，やっぱりなかなか難しい

のだろうというふうには思うんですけれども，それはいろいろな提携の仕方，先ほど渡部

先生が言われたように，弁護士会との提携とかということも考えられますし，いろいろな

やり方があり得ると思いますので，まずはどういうニーズがあるのかということを把握し

ていって，それに対応していただくということの中心として法務省が頑張っていただきた

いなというのが私の思いです。 

○伊藤座長 どうぞ，渡部委員。 

○渡部委員 これは，なかなか難しいです。ここでもずっと議論があるように，ＡＤＲの運営

にはお金がかかるのです。ＡＤＲをやっている人たちは，最初のうちは情熱でやるわけで

すけれども，赤字になるのは間違いないので，そうすると法務省からお金が出ないという

ことはもう間違いないだろうから，他の省庁から予算が出るようなＡＤＲを作るときに，
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一緒に法務省がコラボして，それの認証をするというのが一番財政基盤もしっかりしてや

れるのかなと少し前から思っていました。そういうのが今一番理想的だろうなと思ってい

ました。行政目的は，他省庁はいろいろありますので，それがあったときに法務省が一緒

にコラボして，認証をして，ＡＤＲを作ってしまうというのが一番うまくいくパターンか

なと思います。これは結局非認証でＡＤＲを作ってしまったのですが，「地デジＡＤＲ」

というのがありました。これは総務省の予算で，地デジの関係でビル影の障害の紛争につ

いてＡＤＲをやるという設計でした。そのときに議論があったのは，法務省の認証を取る

かどうかということでした。しかし，補正予算で，このＡＤＲを作ることになったもので

すから，すぐに作らなければならないので，認証を受けている時間はないということにな

りました。しかしながら，最初から政策目的があって，何らかのＡＤＲを作らなければな

らないということがあれば，一緒に法務省とコラボして，予算は他省庁から出てきて，認

証だけは法務省から出してもらってやるというのも一つやり方としてあるのではないかと

思っていました。そうすると様々な分野において大きなＡＤＲを作れるのかなと，少し前

から考えておりました。 

○伊藤座長 どうぞ，山本委員。 

○山本委員 先ほど発言するのを忘れましたけれども，経済産業省との関係というとあれなん

ですけれども，この業界，ＡＤＲということを考えるときに，数年前にＩＳＯの規格とい

うのが，ＩＳＯ１０００３という，ＩＳＯ１万シリーズと言われているもの，紛争解決関

係の規格ですけれども，１０００３というのでＡＤＲの規格を作って，それを２年ぐらい

前にＪＩＳ化して，今ＪＩＳＱ１０００３という規格が一応できているのですけれども，

それはなかなか浸透してないという状況にあって，ＩＳＯ９０００とか，１３０００とか

の品質規格とか，環境関係の規格というのは非常によく知れ渡っていて，また採用もされ

ているのですが，この紛争解決というのは必ずしも十分に浸透はしていないようなんです

けれども，やはりその規格の中ではそういう紛争解決というのも品質のクオリティを確保

するということの延長線上にあるんだと，顧客満足というものの一つの形としてそういう

ものがあるんだと。だから，事業者としてはこれを積極的にその点を考えていかなければ

ならないのだというポリシーの下にできている，そういう国際的なコンセンサスの下にで

きている規格ですので，恐らく経済産業省ももう少し積極的にそれを浸透させていこうと

いうことを考えておられるんじゃないかと思いますので，その業界に働き掛けるという場

合には，そういうことも含めてこういうのが国際的な潮流なのだと，商売をするときには

後始末まで考えなきゃいけないんだということだと思うんですけれども，そういう業界と

いうか，業者自体の社会的責任みたいなところからアプローチしていくということが考え

られるのではないかなというふうに思っています。 

○伊藤座長 どうぞ，林委員。 

○林委員 私も理念としては全くこのとおりだと思っています。ただ，今いろいろ御発言があ

りましたとおり，なかなか実行が難しいところかなと。どういうふうにやっていくのかな

というところが問題かなと思っていまして，例えば業界型でいいますと，既にこの法律が

できる前から相談とか，あっせんに近いことをやっている中でのこういう認証という制度

ができて，それを取り入れましたという，比較的スムーズにやってきているところが多い

と思うんですが，そういうふうになっていない，その隙間というのは，じゃ何でなってい
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ないのかと。もともとそういう機構がないということもあり得ると思いますし，ないのだ

とすると，さっきおっしゃったように，財政的な基盤とかも含めて何か援助するような後

押しがないと，なかなか新たな機関をつくって，しかもいきなりＡＤＲまでいってしまう

ということがなかなか難しいんじゃないかなということをちょっと思っておりますのと，

あと今回ヒアリングをさせていただいた機関は比較的取扱件数も多くて，割と頑張ってい

らっしゃるというか，積極的にやっていらっしゃるところが多いと思うんですが，中には

ほとんど機能していませんというようなところもあるように統計データ的には見受けられ

ますので，そういったところの掘り起こしというか，受皿として何か利用することも含め

て，これは業界型ではそのような受皿になるべきところがそもそもなければなかなか難し

いと思うんですが，そういうことについても考えてみる必要があるのかなということも思

ったりした次第です。 

○伊藤座長 ありがとうございました。 

  皆さんの御意見を伺っていますと，ＡＤＲの視点から見たときに，未開拓の領域が存在す

る，そこで，それを厳密な意味での権利救済に限らず，極端な場合には，感情的な対立で

あるとか，気持ちの行き違いとか，そういったことも紛争の一つの類型として考えれば，

適切な形で市民や事業者がアクセスできるＡＤＲ機関が存在しない領域があるのではない

か，それについて積極的に働き掛けを行っていく必要があるというあたりについては，共

通の認識が皆様方の間にあるように受け止めました。じゃどういう領域があり，またそれ

をどういう形でＡＤＲの事業者として構想することが考えられるかというあたりについて

は，今日の御意見を伺っている限り，特に業界団体があるようなものについては，それに

ついての関係官庁というんでしょうか，そういう立場にある官庁などを通じて，そのよう

な業界における潜在的な紛争などを把握した上で，法務省が所管する認証ＡＤＲとどうい

う形で連携をして，権利救済というよりは，紛争解決の実効性を上げるための精度を構築

するのが望ましいかを検討する。こういったことになるように，皆様方の御意見を伺って

いて感じた次第です。 

  いかがでしょうか。ほかにもし御発言があれば，どうぞおっしゃってください。まだ予定

の時間には大分余裕がありますが，先ほど私が皆様方の御意見を伺っていた印象を口頭で

申しましたけれども，それが大きく皆様方の御意見とずれていないということであれば，

一応そういう方向で今回は議論がなされたと確認をしていただいて，また今日の，特に業

界やあるいはそれに関係する官庁がどういう情報を把握しているのかというようなことは，

また適宜事務局に調査していただいて，必要な折に議論をしたいと思いますが，本日の段

階ではこの程度でよろしゅうございましょうか。 

  どうぞ，藤井委員。 

○藤井委員 認証ＡＤＲ，認証を取らないＡＤＲというのも現に存在するので，認証ＡＤＲに

限定するのがいいかどうかは分かりませんが，拡充方策として，業種過疎，それから地域

過疎をなくすべきだというのが今の論点だと思います。それはそのとおりだろうと，どこ

でも誰でも使えるようなＡＤＲというのが大事なので，それはそのとおりなんだけれども，

全国組織を作りなさい，仮にそういうことを言う場合には，当然に財政的裏付けをどうす

るのか。先ほども御議論がありましたが，人を確保する，場所を確保する，お金は誰が出

してくれるのという問題，つまり財政基盤の拡充ですか，充実というのも別の論点であり
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ますので，お金の問題をどうするのかということと関連付けないと，なかなか難しいのか

なと思います。お金を仮に公的資金で出す，援助するということになると，これは別の論

点ですけれども，管理監督が強くなって，ＡＤＲの柔軟性とか，逆に損なわれるのではな

いかという問題ともつながっていくと思うんです。地域過疎をなくすため，いろいろなＡ

ＤＲ機関があるんですけれども，地域事務所を作りなさい，支店を作りなさいと言っても，

それは簡単にはできないので，既存の全国組織，例えば法務局とか，弁護士会，これは全

国に５２の団体があります。司法書士会も全国に単位会がありますし，あるいは法テラス

も５０の地方事務所を持って，出張所も持っているので，既存の全国組織との連携とか，

何かまだいい知恵はないんですけれども，そういうことを考えて，その地域過疎をなくし

ていくというような発想も必要なのかなと，こんなふうに思います。 

○伊藤座長 分かりました。そうですね，地域の問題，藤井委員のお言葉ですと地域過疎の問

題に関しては，今おっしゃられたようなことを検討しなければならないかと思います。 

  それでは，本日の議論はこの程度にいたしまして，次回は先ほどの論点整理（案）で申し

ますと，１の「ウ 認証ＡＤＲによる和解の実効性を確保するための方策」，１の「エ 

手続実施者等の質の向上」，２の「ア 相談機関等との連携，広報」，２の「イ 法律扶

助の活用」を検討することといたしたいと思いますが，法律扶助の活用の検討につきまし

ては，先ほど藤井委員からお申し出がありましたような形で御意見をいただいて，その上

で議論をしたいと思います。藤井委員，よろしくお願いいたします。 

○藤井委員 こちらこそ。 

○伊藤座長 ほかに何かございますか。あるいは事務局から何か発言がございましたらお願い

いたします。 

○鈴木参事官 先ほど山本委員からも御指摘がありました付調停の関係ですとか，それから次

回予定されております手続実施者等の質の向上等のテーマに入っていく関係もございます

ので，司法型ＡＤＲの実情を伺うことも有用ではないかというふうに考えております。そ

こで裁判所の調停部の実情を植垣委員から伺うこととしてはいかがでしょうか。 

○伊藤座長 植垣委員，いかがでしょうか。御協力いただけますか。 

○植垣委員 仮に話をするとすると，どれぐらいの時間でということになりましょうか。 

○鈴木参事官 １０分ですとか，その程度で。 

○植垣委員 全国的なことを調べるというのは大変ですので，私の関与している限りというこ

とでもよろしいのでしょうか。 

○伊藤座長 結構だと思います。 

○植垣委員 分かりました。 

○伊藤座長 よろしゅうございますか，それでは御負担をお願いすることになるかと思います

けれども，ただいまの植垣委員からの話，それから藤井委員からの法律扶助の関係につき

ましては，次回の会議でお話を伺いたいと思います。 

  そのほか，何か皆様方で特に御発言がございましたらお願いいたします。よろしいでしょ

うか。 

  それでは，本日の検討会，これで終了にいたしたいと存じます。 

  次回は第７回になりますが，１０月２２日火曜日午前１０時から，場所は地下１階の小会

議室で行いたいと思いますので，御多忙のところ恐縮ですけれども，よろしくお願い申し
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上げます。本日は活発な御意見をありがとうございました。 

－了－ 


